
























・赤色の中心に、下校班の色リボンをつけ
る。
・学童を利用するお子さんは、青リボンと
ご自宅がある地区の色リボン２色を縫い付
ける。
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１.安全な登下校のために
入学までに親子で・・・

（１）通学路の確認と事前の指導を兼ね、お子さんと一緒に何回も歩いてください。
・標識のある場所の確認と標識の意味。（例：「止まれ」）
・信号の見方。（赤・黄・青の意味）
・踏み切りの渡り方。
・登下校中の「危険な場所」「寄り道しそうな場所」などの確認。
・歩道橋の使用。
・通学班の確認。（どこに何時に集合するのか）

（２）「子どもひなん所１１０番」のプレートがどこにかかっているのかご確認
ください。



２ 通学班の指導について

（１）通学班による登校

① 通学班について
・登校中の安全確保。（災害発生時の緊急集団下校を含む）
・地域における子どもたちのより良い人間関係の育成。
※通学班は、PTA地区連絡係の方が中心になって編制してくださいます。

（地区連絡網も同様です）

②家庭でご配慮いただく事柄について
・欠席などの連絡を班員に伝える。
・学校への欠席連絡は、Formsにて行っております。連絡帳での連絡は、不要です。
※やむを得ず、遅れて登校する際は、通学班に知らせるとともに、保護者が教室まで

付き添ってください。早退する場合は保護者の方が教室までお迎えに来てください。
※忘れ物を取りに帰ることは、安全確保の観点から禁止しています。



（２）下校班（色別下校班、学童下校班）による下校

①説明会当日に、下校班編制を行います。地区別・方面別の編制を行います。
②子どもたちは、毎日コースごとに集合して、担任が班員を確認した後、

下校します。
・入学式翌日から交代でお迎え当番をお願いいたします。（説明会当日に決めます）

③下校上の注意事項について
・下校先の変更は、原則認めません。

 ※変更の場合は、必ず、その日の連絡帳にご連絡ください。
   電話での連絡は受けられません。
  下校班で帰らないお子さんは、保護者の方のお迎えになります。
  引き渡すまで、担任がお預かりしています。下校時刻までに保護者の方が、
  直接担任までお迎えをお願いします。）

・お迎え当番の保護者の方は、最後のお子さんが家に帰れるように見守っていた
だけると助かります。

・１か月程度、お迎え当番でない場合でもできる限りお家の近くまでお迎えに来
ていただけると、子どもたちも安心すると思いますのでよろしくお願いします。



３ その他
通学地区は、下記のように大きく１１の地域、６つのコースに分かれています。（学童は青）

＜赤コース＞
◎大和田２丁目（東）

＜ピンクコース＞
◎大和田１丁目（中）
◎大和田２丁目（中）

＜黄色コース＞
◎大和田２丁目（西）

＜緑コース＞
◎堀崎町（北）
◎堀崎町（東）
◎堀崎町（西）

＜白コース＞
◎東大宮１丁目

＜水色コース＞
◎東大宮７丁目













学校における定期健康診断

• ４月～６月に実施します。

• 検査項目：身長・体重、視力検査、聴力検査、色覚検査、尿検査、

心電図検査、内科検診、耳鼻科検診、眼科検診、歯科健診

• 健康診断の結果、疾病や異常の疑いがある場合は、「結果のお知らせ」で
通知しますので、早めの受診をお願いします。

• 事前アンケートや事前準備等、ご協力よろしくお願いします。



朝の健康観察のおねがい
• 毎朝登校前にお子様の健康状態をチェックすることは、非常に大切です。

元気がない、食欲がない、顔色が悪い、熱っぽい等、体調が悪い場合は無
理をさせずに様子をみてください。

• 欠席の連絡は、formsでお願いいたします。欠席の理由（健康状態の様
子）を付け加えて担任までお知らせください。

（欠席理由によって「欠席」ではなく「出席停止」扱いになる場合があり
ます。）

出席停止となる主な病気（学校感染症）
インフルエンザ、百日咳、麻疹（はしか）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、風疹（３

日はしか）、水痘（水ぼうそう）、咽頭結膜熱（プール熱）等

医師から上記の診断を受けた場合、出席停止となりますので、速やかに学校へ連絡してく
ださい。診断書は不要です。また、回復後の登校についても医師の指示を受けてください。



学校で具合が悪くなった場合

• 一時安静にして様子をみても回復せず、授業に戻れないような場合は、早
退となります。一人では下校させられないので、保護者の方にお迎えに来
ていただきます。

• 発熱の場合は、容態の悪化や他の児童への感染を防止するために、なるべ
く早めのお迎えをお願いします。

• 保健室では、投薬・治療は行えません。

• 集団で過ごす時間が長くなりますので、予防接種は重要です。未接種があ
る場合は、医療機関に相談してください。



学校でけがをした場合

• 応急処置をし、医療機関への受診が必要と判断した場合は、保護者に連絡
をします。保護者の方に保険証等を持参していただき、医療機関への受診
となります。

スポーツ振興センター災害共済給付制度について

学校の管理下で起きた災害（けが）に関して、共済給付を受けられる制
度です。本校では、加入をおすすめしています。センターからの詳しい資
料を新入学保護者説明会で配布しますので、ご参照ください。



スポーツ振興センター災害共済給付制度の
加入手続きについて

①加入同意書の提出
新入学保護者説明会で配布する「独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター災害共済給付制度への加入について」の加入同意書を記入していただ
き提出してください。（提出日は入学後にお知らせします。それまでご家
庭で保管をお願いします。入学式では回収いたしません。）

②口座振替の申込
上記とあわせて配布する「日本スポーツ振興センター災害共済給付契約

加入手続に係るお願い」をご参照の上、Web申込をお願いします。



「緊急連絡票」と「保健調査票」

• 病気やけがなどで緊急に連絡をとらせていただく場合があります。入学時
に「緊急連絡票」および「保健調査票」を配布しますので提出をお願いし
ます。

• 緊急連絡先は、必ず連絡が取れる番号を第３連絡先まで記入してください。
（携帯電話番号も大変役立ちますので、ご記入ください。またお仕事をさ
れている場合は、勤務先も記入していただけると大変助かります。）

※携帯番号や職場の連絡先に変更があった場合には、必ず学校へご連絡
ください。



アレルギー対応について
≪食物アレルギー≫

食物アレルギーにより学校給食において除去食等の対応を希望する方は「学校生活管理指導表（ア

レルギー疾患用）」を提出してください。用紙が必要な方は保健室までご連絡ください。

※学校管理指導表は、原因食物の除去を指導している主治医に記載を依頼し、入学までに提出をお願

いいたします。

※提出していただいた「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」に記載された原因食物について、

除去食対応できるかどうか保護者と面談を実施し、可能な範囲で除去食提供を行います。面談は、入学

後、給食開始までに行う予定です。

≪気管支ぜん息≫

気管支ぜん息については、入学時に配布する保健調査票にご記入ください。内容によっては、別の書

類の提出をお願いする場合があります。



既往症・持病について

• 心臓病、川崎病、腎臓病等で学校生活で管理が必要な場合は、主治医の先
生に診察を受け、「学校生活管理指導表」を記載していただき、入学式ま
でに学校へ提出してください。用紙が必要な場合は、保健室までご連絡く
ださい。

• お子様の成長や健康に関する相談にはいつでも応じますので、遠慮なく
お申し出ください。










